
◇資料紹介◇

地域における募金等の実態調査

町内会を通じる税外負担の一面

最近，地方住民の税外負担の問題が，かなりの関心をもって論じられてきている。この

ことは，税外負担なるものが住民の日常の負担に影響を与えてきていることと，一面それ

による収入が行政の財源不足を補っている場合があり，さらには，地域住民の自治組織に

及ぼす影響も大きいものがあることなどを意味していると考えられる。

そこで，今回総務局市民課において「各区における募金等の実態調査」を行なったのを

機会に，それから得られた資料に基づいて，本市住民の税外負担状況の数例につき解説し

てみることとした。また，住民の税外負担としては，ここにとりあげる以外にも，相当多

くの種類の募金・会費等があるが，今回は資料の関係から「経常的に毎年市の行政機構を

通じて町内会にくる募金または会費」に限定した。

募金には,（!)地区住民（法人も含む）一般を対象とするものと,（2）地区内の特定の

者を対象とするものとの，2通りに大別することができる。特に後者には，各地区で独自

のものがあるので，ここでは，主として前者についてみていくこととした。

第１表から判るように，募金額の最も高いものは共同募金で，全体の約半分（48％）に

相当し，これと２番目の日赤募金とで，全体の81％を占めている。これは，前者が市内全

帯に目標額を割り当てていること（ただし，低所得層控除がある。）と，後者が多数の会

員（全世帯加入を目標としている。）を有することに原因している。表中，募金額の計上

されていないところは，徴収していないもの（体育協会会費），あるいは，区が徴収を直

接には，担当していない地区である。なお，ここでは，個人分・法人分を区分していない

が，中区の例では，法人の最も大口の寄附は１件当り３万円となっている。

１募金の種類及び地域別徴収状況
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第１表 昭和37年度募金実績一覧表

次に，地域別の負担状況につき,1世帯当りの単純比較を行なってみると，次のように

なる。（ただし，これは法人分を含めた額を世帯数で割ったもので，実際の負担額は，こ

れよりも幾分下まわる。）

第２表 地域別１世帯当り負担状況

負担の最も大きい地区は磯子区であるが，これは，当区の共同募金の１世帯当りの負担

額が131円と市内最高の額になっているためである。このように，金額に地域差を生じる

理由は，一例を共同募金にとると，一定の世帯割りで設定する目標額のほかに各地域で自

主的に決定する金額があるためと思われる。

このほか，市が間接的に取り扱っているものに，各区尚店連合会会費，遺族会会費等が

ある（後部資料第４表を参照）。資料の関係で，その全部の募金額を示すことはできない

が，戸塚区の例をとると，その合計額は268,000円となっている。また年末助け合いのよ

うに現金だけでなく，衣類，毛布等の品物を集める場合もあり，金額に換算するともっと

多くなる。

２募金の実施団体等
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第３表 募金の実施団体等一覧表

(1)共同募金・年末助け合い実施の母体は県・市共同募金会で，その下部組織として各区

に共同募金支会があり，区市民課がその事務局となっている。募金目標額も，最終的に

はこの支会で決定されて，各町内会に割り当てられていく。

年末助け合いは共同募金会と社会福祉協議会であるが，民生委員の業務の性質上，ほ

とんどが民生安定所で行なわれている。

(2)日赤募金日赤本社からくる社員募金と,市独自の災害対策募金の2つを併せ行なって

いる。組織は,まず日赤県本部があり，そこから横浜地区本部(民生局)を経て,各区市民

課から町内会へと依頼している。市の地区本部に対して各区は区地区となっている。ま

た,区市民課には｢赤十字運動推進委員会｣があって,募金活動を推進している。このほ

か,市・区の日赤奉仕団(主体は民間人)があり，さらに,地元組織,班組織の奉仕団もある。

(3)道路愛護募金実施主体である｢道路利用者会議」は，市の土木局道路管理課に置か
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れている。募金額は区市民課を通じて町内会へ割り当てられる。現在第11回目の募金を

実施中である。

（4）保護観察協会会費本市の場合，各区が保護区となって，各区の市民課に保護司会が

ある。区保護司会の主な財源がこの保護観察協会会費である。

県保護観察協会の下部組織として，各区に保護観察協会支部が設けられ，区が事務局

となっている。

（5）体育協会会費実施主体は各区に置かれている体育協会である。会費は，各種大会等

地区住民のリクリエーション費用として使われている。

（6）防犯協会々費各地区にある防犯協会が主体となっている。募金額が計上されていな

い地区は，事務所が警察署にあるとか，他の団体が担当しているとか，または，町内会

の段階で行なっているため，区が直接に関係していない場合である。

(7）国連協会会員募集主体は国連協会神奈川県本部で，市がその横浜支部となって各区

に分会を置いている。区役所が事務局となっているが，会員の募集は分会で行ない，会

費の徴収は住民組織や婦人団体を通して行なっている。

(8）愛市の花頒布「みなと祭り実行委員会」が母体となり，市の総務局総務課がその事

務部門（＝経理担当部門）となって，目標額を各局区に割り当てている。このうち，各

区の割り当て分が，主として地域住民を対象に売り捌かれるものである。

（9）母の日のカーネーション頒布横浜市社会福祉協議会が実施団体となって，その下に

各区社会福祉協議会が置かれている。花の売り捌きはみのり会が主体となって，町内

会，学校関係へ依頼して行なっている。

１年間を通して行なわれているものが4種類もあり,半年を期間とするものが3種類,単期

（2ヵ月）のものが2種類となっている。このほか,ここでとりあげなかった臨時的に徴収され

る種類のものをあわせて,1年中何らかの募金が行なわれていることになる。ただし,共同

募金のように,実施時期が10月から翌年3月となっているものでも,原則として,募金が行な

われるのは，10月中であり，（法人は2ヵ月延伸できる）残余期間は清算期間となっている

ものもある。また，日赤募金の場合も，本社から指定してくる期間は，一応3ヵ月（準備

期間4月，実施期間5月，整理期間6月）となっているが，実際には11月いっぱいかかって

いる状態である。

いずれにしても，このように，募金が長期にわたるというのは，定められた期間内では

目標額に達しないため,’それを達成させようと努めるためであるらしい。その事の是非は

問題外として，実際にその場合の募金にたずさわる役員や区の職員にとっては，かなりの

負担になっているらしい。

３募金の実施時期
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前に断わったように，今までとりあげたものは，一応市内の全住民を対象としているの

であるが，中には(7)のように，新規募集以外は既定の会員から徴収するもので，(9)のよう

に募金の性格上，生徒，児童を対象とするものもある。

このほか各区の特定の者を対象とする募金についても,資料があるので次に掲げておく。

５募金の徴収方法

徴収方法は，すべて予算（目標額）の形で行なわれている．日赤募金のように，社員制

度のため単位募金額がはっきり区分されているものや，国連協会会員のように一定の会員

制のものを除き，ほとんどのものは前年度実績を基準に1世帯当りの目標を決め，末端

の徴収機関へと伝達されていくのである。そして，その末端で徴収に当るものは，自治

会，町内会婦人会等の役員や，市職員等で，一部，保護観察協会員のように，保護司が行

なっている場合もある。また，学校長や未亡人団体に依頼する場合もある。かように割り

当てられた目標額がどの程度達成されているかについて，37年度では第５表のような比率

になっている。（菊池）

参考:都市問題38・9「町内会を通じる税外負担」（青木幹夫）

第５表募金目標額と実績との対比表（37年度）

４募金の対象

第４表特定の住民を対策とする募金類
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